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１．委託件名 

２０２６年度北海道（寿都町、神恵内村）における理解促進活動支援事業 

 

２．委託業務の目的 

原子力発電環境整備機構（以下「機構」という）は、文献調査が開始された北海

道（寿都町、神恵内村）（以下、「両町村」という）において、その住民や関係者の

方々に、地層処分事業に関するご理解を深めていただくことに加え、地域振興に関

する材料提供を行い多様な方策を主体的に検討いただくための体制を整備し、取組

みを支援する。 

具体的には、機構は両町村での「対話の場」実行委員会の活動及び「対話の場」

の開催を支援するともに、周辺自治体を含む北海道内の住民や関係者との対話活動

において寄せられる要望に対して、講演会・シンポジウム、施設等見学会、勉強会

の開催等、多様な方法で柔軟にお応えすることとしている。 

本事業は、機構の上記活動の事務手続きや諸準備、運営等について、機構を支援

する事務を委託することにより、両町村等の方々の地層処分事業等に関する理解を

深めていただくための活動を、機構として最大限支援し、効率的、効果的に実施す

ることを目的とする。 

 

３．業務委託における基本的遵守事項 

本事業の受託者は、委託された業務を担当する関係者全員に次の基本的事項につ

いて説明を行い遵守しなければならない。 

(1)機構の掲げる経営理念に則り、かつ機構の事業の社会的影響の大きさに特に留意

して誠意をもって委託業務を実施すること  

(2)機構の事業の公正性、透明性及び信頼性を棄損することのないよう委託業務を実

施すること  

(3)上記(1)、(2)に加え、機構の事業に関する国民への理解活動において説明会等 

を開催する場合、以下の行為を行なわないこと 

①金銭・便益等の提供を伴う参加者募集 

   ②意図的な参加者の選別及び発言の誘導 

 

４．委託業務の内容 

   機構が寿都町、神恵内村等において実施する理解促進活動において、以下の支

援的な業務を行う。理解促進活動の対象や実施時期等を含め、内容については機

構の指示に従う。 

(1)開催案内の作成 

   ・理解促進活動の参加者に個別の理解促進活動（（例）〇月〇日開催の講演会、

〇月〇日開催の幌延深地層研究センター見学会）の内容を説明するための開催

案内を作成する。 

(2)理解促進活動の運営支援 

① 講演会・シンポジウム・セミナー（以下「講演会等」という）（※１）の開

催 

 機構は「対話の場」等での対話活動や地域の多様な主体からの要望も踏ま

えて、実施及び支援内容（テーマ、内容等）を決定する。受託者は、機構
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が決定した実施内容に基づき詳細な工程の調整を行う。また会場の手配、

講演会等の周知・参加者募集、申込受付、講演者・パネリスト・識者等と

の諸調整、配付資料（説明資料、アンケート用紙等）や資機材の準備等、

諸準備を行い、映像の撮影・配信及び記録作成を行う。 

 受託者は、講演者・パネリスト・識者等への謝礼金や旅費・宿泊費の支

払いを行う。 

※１「講演会等」とは、地層処分事業の理解促進に資する、原子力発電に関

する基礎・文献調査における調査項目（地下水・地震及び断層・火山

等）・日本のエネルギー政策・地域振興先進事例等をテーマに開催し、

以下の事例に該当するものとする。北海道内の住民を対象。 

a. 多数（１００名程度）の参加来場者を対象に上記のテーマについて

専門家による講演やパネルディスカッション、NUMO職員等による説

明を行うもの 

b. 地域の要望に応じ地域住民が集まりやすい場所で開催する上記のテ

ーマについてのNUMO職員や識者等による説明を行うもの 

② 施設等見学会（※２）の開催 

 機構は「対話の場」等での対話活動や地域の多様な主体からの要望も踏

まえて、実施内容（内容、見学先施設等）を決定する。受託者は機構が

決定した実施内容に基づき詳細な工程の調整を行う。また、当該見学先

施設や参加者が利用する交通機関のチケット、宿泊先の手配、配付資料

（アンケート用紙等）の準備等、諸準備を行い、参加者の集合から解散

までの行程の管理等、施設等見学会の開催にあたってはその運営を支援

する。 

※２「施設等見学会」とは、幌延深地層研究センター等の地層処分技術の理解

促進に資する施設、六ヶ所村原子燃料サイクル施設、原子力発電所、原

子力関連施設立地地域や地域振興策の検討に資する施設等の見学会をい

う。地域住民等全般が対象。なお、寿都町民、神恵内村民をはじめ北海

道内の住民から施設等見学会の希望がある場合にも適用が可能。 

③ 勉強会（※３）の開催 

 機構は「対話の場」等での対話活動や地域の多様な主体からの要望も踏

まえて、実施内容（テーマ、内容等）を決定する。受託者は機構が決定

した実施内容に基づき詳細な工程の調整を行う。また、会場の手配、講

師との調整、配付資料（説明資料、アンケート用紙等）や資機材の準備

等、諸準備を行い、勉強会の開催にあたってはその運営を支援する。 

 受託者は講師への謝礼金や旅費・宿泊費の支払いを行う。 

   ※３「勉強会」とは、地層処分事業の理解促進に資する、原子力発電に関す

る基礎・文献調査における調査項目（地下水・地震及び断層・火山等）・

日本のエネルギー政策・地域振興先進事例等のテーマについて開催す

る学習会をいう。地域住民等の中で上記のテーマに対する学習を希望

する方が対象。 

(3)事後報告の支援 

・受託者は、機構が各理解促進活動終了後、速やかに事後報告・評価できるよ

う、開催実績や地域住民等の意見聴取等による活動の評価を支援する（参加者
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数・アンケート結果の集計及び分析、実施結果・特記事項の報告、改善点の提

案、チラシ・ポスター作成等）。 

 

５．報告書の作成 

  ・受託者は本事業終了後、本事業全体に関し速やかに項目４で実施した内容の 

   報告書を作成する。 

 

６．積算書作成に係る留意事項 

・委託料の内訳は、人件費、直接経費、一般管理費に区分する。 

・委託料は以下の前提条件において、項目４、項目５を実施するのに必要な経費 

を計上する。 

  ・委託業務の目的及び委託業務の内容は、項目２及び項目４に記載のとおりである

が、この積算にあたっては、「寿都町」を起点として必要な経費を計上するものと

する。 

・この積算で用いる単価等は、入札において使用するものであり、精算は、実際  

 にかかった費用に基づく。 

（講演会等） 

✓この積算においては１００名規模の講演会等を両町村で４回開催するものと

する。 

【内 訳】 

 回 数 
講演者数 

（１回あたり） 

コーディネー

ター数 

（１回あたり） 

パネリスト数 

（１回あたり） 

その他 

（１回あたり） 

① 有識者・専

門家等によ

る講演会 

２回 １名 １名 ３名（日本） ― 

② 海外在住の

パネリスト

によるシン

ポジウム 

２回 ― １名 

３名（日本） 

２名（海外） 

計５名 

通訳１名 

 

✓登壇者（NUMO職員を除く）への謝礼金は、講演者（有識者等）３２万円、コー

ディネーター５万円、パネリスト・専門家・講師２万円、通訳５０万円とする。 

✓登壇者（NUMO職員を除く）への旅費・宿泊費、受託者の旅費・宿泊費、配付 

資料に係る費用（冊子制作や製本の印刷等）、資機材発送費、会場借料、参   

加者用送迎バスに係る費用、開催告知・開催報告に係る費用（チラシの制作・

印刷[２,０００枚/回とする]、新聞折込[折込範囲は、寿都町とする]等、講演

会等を開催するのに必要な金額を計上する。 

✓登壇者（NUMO職員を除く）の１回・１名あたりの旅費・宿泊費は１０万円とす

る。 

✓参加者用送迎バスは、講演会等の当日に、寿都町内の各地区から合計１００名

の参加者を、寿都地区の会場まで往復輸送するために必要な金額を計上する。 

✓受託者は、各講演会等において各１回（計４回）、下見・準備のため各１回（計
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４回）現地まで移動するものとし、講演会等を開催するのに必要な旅費・宿泊

費を計上する。 

✓各講演会等の模様を動画撮影し、「YouTube」等で限定動画配信を行う経費を計

上する。 

✓議事録の作成及び記録写真撮影に必要な費用を計上する。 

（施設等見学会） 

✓この積算においては、施設等見学会を２４回実施し、両町村起点として幌延深

地層研究センター（６名・１２回）と、六ヶ所村原子燃料サイクル施設（７名・

１２回）を見学するものとする。 

✓参加者の旅費・宿泊費、受託者の旅費・宿泊費等、施設等見学会を開催するの

に必要な金額を計上する。 

✓幌延深地層研究センターにおける、参加者の旅費・宿泊費は、借上バスを利 

用し、稚内等で２泊する行程で計上する。 

✓六ヶ所村原子燃料サイクル施設における、参加者の旅費・宿泊費は、航空機、

新幹線を利用し、その他の移動は借上バスを利用するとともに、六ヶ所村等で

２泊する行程で計上する。 

 ※場合により幌延深地層研究センターと六ヶ所村原子燃料サイクル施設を１

度の施設見学会で視察することもある 

✓受託者は、各施設等見学会において、上記参加者の移動行程に同行し、各１回  

（計２４回）、現地まで移動するものとする。また、下見・準備のため２回（幌

延深地層研究センターと六ヶ所村原子燃料サイクル施設）、現地まで移動する

ものとし、施設等見学会を実施するのに必要な旅費・宿泊費を計上する。 

   ✓同行する機構職員に係る経費は、計上しない（支払いも不要）が、宿泊等にか

かる手配を依頼する場合がある。 

  （勉強会） 

   ✓この積算においては２０名程度の勉強会を寿都町で４回実施するものとする。 

✓講師への謝礼金は、２万円とする。 

✓講師への旅費・宿泊費、受託者の旅費・宿泊費、配付資料に係る費用、資機材

発送費用、会場借料等、勉強会を開催するのに必要な金額を計上する。 

   ✓講師の１回・１名あたりの旅費・宿泊費は１０万円（税抜き）とする。※ 

✓受託者は、各勉強会において各１回（計４回）、下見・準備のため４回、現地ま

で移動するものとし、勉強会を実施するのに必要な旅費・宿泊費を計上する。 

      ※直接経費における講演者、コーディネーター、パネリスト、専門家、講 

師等の旅費及び宿泊費は当該講演者等の所在地により金額が変動し、明 

確な条件設定が提示できないため、上記積算額に指定することとする。 

   （その他） 

      ✓借損料（ノート PC、プロジェクター、WiFiルーター等）、通信料（WEB会議 

用アプリ使用料等）、感染症対策費用（手指消毒用アルコールや、参加者検温用

の体温計等）等、上記以外で本事業を実施するのに必要な費用を適宜計上する。 

 

７．実施期間 

  ・委託契約締結日から２０２７年３月１２日まで。 
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８．支払い 

 ・支払いについては、確定検査後払いとする（確定月の翌月末までに支払う）。 

ただし、契約書の定めに基づき、受託者は、業務の完了前に業務に必要な経費の

支払いを受けようとするときは、委託業務の完了前に概算払請求書を提出し、機

構の確認を受けた後に支払いを受けることができる。 

・本契約においては、概算払いは３回を限度とし、機構は概算払いの請求を受けた

月の翌月末までに支払うものとする。 

 

９．担当箇所 

  ・地域交流部調査企画グループ 

 

１０．提出書類等 

提出書類等一覧表 

 

１１．特記事項 

(1)再委託の扱い 

・受託者は、業務の全部を第三者に委託してはならない。 

・受託者は、再委託（委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その

他委託の形式を問わない。以下同じ。）をしてはならない。ただし、事業全体

の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であ

って、当該再委託が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではな

い。 

①  本契約の締結時における実施体制図に定めるものであるとき。 

②  機構の承認を得たものであるとき。 

③ 受託者が再委託先に支払う契約金額が１００万円未満で、かつ本件委託金額

の５０％以下に該当するとき。 

(2)業務実施状況の報告 

  ・受託者は契約期間中、必要に応じて業務の実施状況を書面にて、当機構に報 

   告し、機構の指示を受けるものとする。 

(3)疑義が生じた場合の扱い 

・本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に明示がない事項について疑義 

 が生じた場合には、その都度、当機構と協議のうえ、その決定に従うものと 

する。 

(4)適否判断資料の提出 

    ・入札者は入札者が本委託業務を適切に実施できるか否かを当機構が判断でき 

    るよう、業務実績等がわかる資料等を提出すること。 

提出書類等 提出期限 提出先 提出部数 備考 

事後報告 
各対話・広報活動

終了後、速やかに 

地域交流部 

調査企画Ｇ 
１部 

電子データにて 

報告 

報告書 
２０２７年 

３月１２日 

地域交流部 

調査企画Ｇ 

正１部 

副１部 

電子データをCD-

R等電子媒体に保

存し提出 
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(5)情報管理 

・受託者は、地域住民等に不利益が生じないよう機構と協議の上、厳重な情報 

     管理を実施する。ただし、地域住民等自らが情報公開する場合や地域住民等 

が情報公開することを書面にて了解した場合は、この限りではない。 

・受託者は、本業務の実施で取得した個人情報は、厳重な情報管理の下、本業 

務を実施する上で必要不可欠な範囲で利用するものとし、本業務終了後、速 

やかに削除すること。「個人情報に関する取扱い」については契約書の特記事 

項第 5条の規定を遵守すること。 

以 上 


